
焼津リトルファイターズ コーチミーティング　議題

1．令和7年度 活動報告　別表

2．令和7年度 会計報告　別表

3．令和8年度 活動方針　別表

4．令和8年度 予算案　別表

5．令和8年度 業務分担見直しについて

6．チームブランドの確立とプロモーション活動の確認について

プロモーション活動とは、チーム情報を発信し、新規入団募集や渉外活動に活用すること

①インスタグラム　活動報告・DM対応

②HP　チーム紹介・お問い合わせ窓口案内(チーム内情報共有としても利用)

③MAMOウエア　チームイメージの統一と強化

④紙媒体(広報、ポスター、チラシ)　今年度は焼津市広報のみ

7．規約細則の改定

8．その他懸案事項

令和8年2月28日

令和7年度 令和8年度

チーム連絡 森

保護者対応 森

施設予約 森 森

鍵 森(望月) 森

スケジュール 望月(森) 森

高校との調整役 森(望月) 森

登録エントリー 森

渉外 森 森

月謝会計 望月

HP 望月(休止中)

インスタ 望月(休止中)

ウエア 望月

荷物管理 望月 猪澤

撮影 森山 森山

救急バック 森(望月) 廃止

保険スポ少 望月

名簿管理 望月

新規対応 望月



令和7年度 焼津リトルファイターズ活動報告 令和8年2月28日

期日 大会(イベント)名 会場 コーチ 備考

2025.1.25-26 全国少年少女選抜大会 板橋植村記念加賀スポーツセンター 森

2025.2.2 浜松市民スポーツ祭 笠井中学校 猪澤 森 山﨑 ★

2025.3.1-2 U13ジャパンオープン 板橋植村記念加賀スポーツセンター 森 ★

2025.3.23 卒団式 石津浜防災センター 猪澤 岡本 森

2025.5.4-5 全国中学校レスリング選手権 アダストリアみとアリーナ 森

2025.5.11 東海少年少女レスリング選手権大会 焼津シーガル 猪澤 岡本 山﨑

2025.6.15 修善寺大会(静岡県大会) 伊豆総合 岡本 森 山﨑

2025.7.25-27 全国少年少女選手権大会 代々木体育館 岡本 森 山﨑

2025.8.8-11 国体合宿 焼津シーガル 森 山﨑

2025.8.30-31 藤波朱理杯 四日市体育館 猪澤 森 山﨑 ★

2025.9.14 スポーツフェスティバル 焼津シーガル 森 山﨑

2025.10.11-12 女子オープン 焼津シーガル 森

2025.10.18-19 栃木遠征 SPIDER他 猪澤 ★

2025.10.25-26 東海研修会(選抜東海予選) 乗鞍青少年の家 森

2025.11.2-3 吉田沙保里杯 サオリーナ 山﨑 ★参加者実費負担

2025.11.22-23 県強化合宿 フジスパーク 猪澤 ★

2025.12.6-7 全国中学校選抜 駒沢体育館 森

2025.12.6 焼津市民スポーツ祭 焼津シーガル 岡本

2025.12.25-28 NTS合宿 焼津シーガル 森

2026.1.24-25 全国少年少女選抜大会 中央大学 森

2026.2.1 浜松市民スポーツ祭 笠井中学校 森 山﨑

2026.3.20 卒団式予定

本報告は令和8年2月28日時点の活動実績です。

★は今年度新たに実施・参加した活動です。

【この他活動】

チームイベント：3/14リトルカップ 5/25BBQ 8/2.3キャンプ 11/1ハロウィン 12/21練習納め

外部手伝い：4/6みなとマラソン 5/11東海大会 10/11.12女子OP 12/6焼津市民スポーツ祭

審判講習：12/14森

保護者会：1/19(引継) 7/21(規約制定と署名)

連盟総会：2/14猪澤

デフリンピック応援：11/23森 山﨑

【運営の新たな取り組み】

・規約制定による運営体制の明確化(責任体制の確立)

・保護者協力体制の見直し(練習当番制および役員制度の廃止)

・会計体制の整備(月謝改定・会計一本化・口座開設)

・情報発信および連絡体制の整備(HP・Instagram開設)

・チームウエアのリニューアル

県強化：2/22城北 4/5沼工 4/19.20藤枝北 4/26.27城北 5/17沼工 6/14藤枝北 6/21藤枝北 7/5沼工 7/6城北 7/13

藤枝北 7/20城北 10/4沼工 11/9藤枝北 1/10藤枝北 2/15城北

本年度は代表交代に伴う体制移行期間として、令和7年1月19日から令和8年3月31日までを活動年度としていま

す。令和8年度より、年度区分を4月1日から翌年3月31日までに統一します。



令和7年度 焼津リトルファイターズ 収支報告　　     　 　　  　令和8年2月28日

繰越金 988 雑費繰越金を星野さんより引継

月謝 568,000 R7.4～R8.3月分

助成金 25,000 県強化練交通費

雑収入 56,106 前年度臨時集金、キャンプ残金、女子OP謝礼、利息

収入合計 650,094

施設費 19,093 水産電気代、灯油代

登録費 125,300 協会連盟登録費、スポーツ保険

遠征費 188,691 コーチ日当、宿泊費、交通費等(詳細下記記載)

備品費 199,080 ウエア代(詳細下記記載)

雑費 32,103 印刷代、HP運用サーバー代、振込手数料、救急箱

イベント費 63,967 飲食費、デフリンピック交通費

支出合計 628,234

次年度繰越額 21,860

遠征費内訳

全中 28,284 コーチ1名2泊

全少 32,981 コーチ2名2泊

藤波杯 34,150 コーチ3名1泊

全中選抜 22,987 コーチ1名1泊、望月受付前泊

全少選抜 11,700 コーチ1名1泊

その他大会 13,000 日帰り大会コーチ日当

外部遠征 7,741 SPIDER(謝礼 雑費等)

県強化 25,100 コーチ宿泊、県強化練交通費補填

その他 12,748 審判講習交通費日当

遠征費支出合計 188,691

備品費内訳(ウエア代)

MAMOコーチ用 73,100 R7.7月注文分

MAMO高校用 10,500 R7.7月注文分

MAMOコーチ用 42,060 R8.1月注文分

MAMO版代等 62,520 版代、デザイン代、送料

父兄作成Tシャツ 10,900

備品費支出合計 199,080

※本報告は2月28日時点の中間報告です。

3月分施設費（水産電気代）の支払いを予定しており、最終確定は3月31日締め後に行います。

なお、卒団費・キャンプ費・BBQ費は別会計にて管理しています。

 収入の部

支出の部

収支差額



令和8年度 焼津リトルファイターズ活動計画(案) 令和8年2月28日

月 日(曜日) 大会名 対象学年 他行事 会場

4月 4(土) 県協会強化練(中学) 沼津工業

12(日) JOCジュニアクイーンズカップ 中学女子 東京武道館

18(土) 県協会強化練(中学) 沼津工業

5月 9(土) 県協会強化練(中学) 沼津工業

10(日) 東海少年少女選手権 幼年～小学 三重県日硝ハイウエーアリーナ

17(日) 県連盟強化練(小5～中学) 沼津城北

19(日) 県連盟強化練(小5～中学) 藤枝北(リトル担当)

下旬 U8キッズジャパンカップ(兼町田オープン) 幼年～中学 町田総合体育館

6月 13(土)14(日) 沼尻杯全国中学生選手権 中学 茨城県アダストリアみとアリーナ

20(土) 県協会強化練(中学) 藤枝北

21(日) 静岡県少年少女選手権 幼年～小学 伊豆総合

7月 5(日) 県連盟強化練(小学) 沼津城北

11(土) 県協会強化練(中学) 沼津工業

12(日) 県連盟強化練(小学)県外招待 藤枝北

19(日) 県連盟強化練(小学)審判講習 沼津城北

24(金)～26(日) 全国少年少女選手権 小3～小6 代々木体育館

28(火)～30(木) 県協会国体合宿(中学) 未定

8月 上旬 (キャンプ) (未定)

8(土)9(日) 県連盟強化合宿(小高学年～中1) フジスパーク

下旬 藤波朱理杯 幼年～中学 四日市市総合体育館

9月 初旬 公認レスリングスタートコーチ受講(コーチ) 味の素ナショナルトレーニングセンター

中旬 静岡県スポーツフェスティバル 幼年～一般 焼津シーガル

中旬 (佐倉市長杯) (中学) (佐倉市民体育館)

10月 3(土) 県協会強化練(中学) 沼津工業

24(土)25(日) 全日本女子オープン 小5～中学女子 女子オープン使役(父兄) 焼津シーガル

25(日) 県連盟強化練(小中)県外招待 沼津城北

下旬 東海ブロック研修会 乗鞍青少年の家

11月 初旬 吉田沙保里杯 幼年～中学 サオリーナ

8(日) 県連盟強化練(小5～中学) 藤枝北(リトル担当)

中旬 スポーツ少年団交流会(幼年～小学) 焼津シーガル

15(日) 焼津市民スポーツ祭 幼年～小学 焼津シーガル

21(土)22(日) 東京都知事杯中学選抜 中学 駒沢体育館

28(土) 県協会強化練(中学) 沼津工業

12月 13(日) (コバヤシカップ) (幼年～中学) (沼津城北)

23(水)～26(土) NTS合宿(中学) 焼津シーガル

24(木) U15東海北信越予選 中学男子 焼津シーガル

1月 9(土) 県協会強化練(中学) 沼津工業

下旬 全国少年少女選抜 小4～小6(予選あり) 中央大学

2月 上旬 浜松市民スポーツ祭 幼年～中学 笠井中学校

21(日) 県連盟強化練(小中)県外招待 藤枝北

下旬 U13ジャパンオープン 小6～中1 板橋植村記念加賀スポーツセンター

3月 下旬 卒団式 未定

下旬 (SUNFLOWER CUP) (幼年～中学) (ブレックスアリーナ宇都宮)

下旬 (MAYU MEDAL) (幼年～小学) (四日市総合体育館)

※県強化練の日程会場は変更になる可能性あり

※(  )内の行事は未定です



令和8年度 焼津リトルファイターズ収支予算(案) 令和8年2月28日

【収入の部】 団員：中学生8名 小学生14名 幼年3名

令和7年度繰越金 21,860

月謝 24,000 25 600,000 前期(4～9月)12000円 後期(10～3月)12000円

年会費 5,000 25 125,000 R8年度より新たに1人5000円集金

収入合計 746,860

【支出の部】

施設費

水産灯油代 10,000 R9年冬季分

水産電気代 1,200 12 14,400 R8.3月～R9.2月分支払

計 24,400

登録費

少年少女連盟 選手登録 500 17 8,500 小学生以下

少年少女連盟 コーチ登録 3,000 4 12,000 猪澤 岡本 森 山﨑(今年度は念のため全員登録)

少年少女連盟 チーム登録 13,000

レスリング協会 選手登録 500 8 4,000 中学生

レスリング協会 コーチ登録 3,000 2 6,000 森 猪澤(前年度同様)

東海ブロック チーム登録 3,000

静岡県レスリング協会 選手コーチ登録 1,000 29 29,000 選手25名+コーチ4名

静岡県レスリング連盟 選手登録 1,000 25 25,000 選手25名

スポーツ少年団 団員登録 500 14 7,000 小学生のみ(必要なら幼児を途中で追加)

スポーツ少年団 指導者スタッフ登録 1,000 4 4,000 指導者(森 水野)スタッフ(猪澤 岡本)

スポーツ保険 800 25 20,000

その他 10,000 審判登録追加、登録振込手数料

計 141,500 ※選手1人当たり5724円

遠征費

大会名 会場 コーチ人員

4/12クイーンズカップ 東京武道館 1,500 1名日帰り

5/10 東海大会 三重県日硝ハイウエーアリーナ 4,500 3名

6/13.14中学沼尻杯 アダストリアみとアリーナ 30,000 2名1～2泊

6/21 修善寺大会 伊豆総合高校 4,500 3名

7/24～26全国少年少女 代々木体育館 20,000 2名

9月スポーツフェスティバル 焼津シーガル 4,500 3名

10/24.25 女子オープン 焼津シーガル 1,500 1名

11/15焼津市民スポーツ祭 焼津シーガル 3,000 2名

11/21.22中学選抜都知事杯 駒沢体育館 25,000 1名(要受付前泊)

1月少年少女選抜 中央大学 15,000 1名

2月浜松市民スポーツ祭 笠井中学校 4,500 3名

2月U13ジャパンOP 板橋区体育館 15,000 1名

5月下旬 U8町田大会 町田総合体育館 要運営承認 日帰り

濃尾大会(開催月不明) 一宮総合体育館 要運営承認

8月下旬 藤波朱理杯 四日市総合体育館 要運営承認

11月上旬 吉田沙保里杯 サオリーナ 要運営承認

佐倉市長杯(開催月不明) 佐倉市民体育館 要運営承認 日帰り　

3月下旬 SUNFLOWER CUP 宇都宮 要運営承認

3月下旬 MAYUMEDAL 四日市総合体育館 要運営承認

その他 30,000 県強化、その他遠征費

計 259,000

備品費

コーチ備品 150,000 コーチレスリング用品

雑費 30,000 印刷代、サーバー代

計 180,000

予備費

予備費 100,000

計 100,000

704,900

小3～小6

対象

中学生女子

幼年～小学生

中学生

幼年～小学生

100,000

全学年

小5～中学女子

中学生

小4～6 予選あり

小6～中1

支出合計

幼年～小学生

全学年

幼年～小2

全学年

全学年

全学年

中学生

幼年～小学生

全学年

収入合計         746,860

支出合計         704,900

R9年度繰越金           41,960

日当支給額(R8年度より改定)

1日目 2日目 3日目 支給額

日帰り 1500 1500

1泊2日 2500 2500 5000

2泊3日 2500 4000 2500 9000



YAIZU LITTLE FIGHTERS 規約 

第 1 条 （名称） 

本団の名称は、YAIZU LITTLE FIGHTERS （焼津リトルファイターズ）と称する。 

第 2 条（事務所） 

本団の事務所は、代表宅に置く。 

第 3 条（目的） 

本団は、YAIZU LITTLE FIGHTERSの活動の振興、団員の健全な心身の育成および体力の増進を図るとと

もに、スポーツへの理解および技術の向上を目的とする。 

第 4 条（事業） 

本団は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

1. レスリング及びスポーツ活動 

2. レクリエーション活動 

3. 文化学習活動 

4. 他団体との交歓交流活動 

5. 奉仕活動 

6. その他の本団の目的達成に必要な活動 

第 5 条（組織） 

本団は、原則として幼児・小学生・中学生（以下「団員」という）、及びその保護者、役員をもって組織す

る。 

第 6 条（役員） 

本団には、次の役員を置く。 

1. 代表 1 名 



2. 事務局長 1 名 

3. 事務局（会計兼任） 若干名 

4. 指導者（会計監査兼任） 適人数 

第 7 条（役員の選任） 

1. 代表は、前任代表の指名または推薦により選任する。 

2. 代表は、事務局長・事務局（会計）・指導者（会計監査）を指名する。 

3. 役員の任期は 1 年とし、再任を妨げないものとする。 

第 8 条（会議） 

1. 本団の運営に関する意思決定は、代表・指導者・事務局により構成される役員会にて行う。 

2. 保護者を含む団員全体での総会は、原則として開催しない。 

3. 役員会は代表が必要に応じて招集し、その議長を務める。 

4. 議事は、出席役員の 3 分の 2 以上の同意をもって決する。 

第 9 条（会計・財産） 

1. 本団の会計は、団員の納める団費、寄付金、補助金およびその他収入によって運営する。 

2. 財産については会員は持分を有しないものとする。 

3. 団費の金額および納入方法は別に定める。 

第 10 条（会計年度） 

本団の会計年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31日までとする。 ただし、令和 7年度に限り、特例として

令和 7 年 1 月 19 日から開始するものとする。 

第 11 条（細則） 

この規約に定めのない事項、またはその運用に関する具体的な取り決めについては、別に細則を定める。 

第 12 条（その他） 

本団は、代表および関係者の任意の協力により運営されている。 よって、運営に対して過度な負担または

不当な要求を行うことは認められない。問題が生じた場合は、状況に応じて警告や参加資格停止、退団など

の必要な措置を講じるものとする。 



附則 

1. この規約は、令和 7 年 7 月 21 日より施行する。 

2. 本団の設立は平成元年 4 月 1 日とし、令和 7 年に整備された本規約の施行をもって実質的な運営体制

を一新する。 

3. 令和 7 年 1 月をもって、従来の会長職（保護者代表）を廃止。 

4. 保護者の意見集約・運営参加制度は、本規約の施行をもって廃止し、今後の運営は代表・指導者・事務

局による役員会で行うものとする。 



YAIZU LITTLE FIGHTERS 細則 

第 1 章 入団・退団 

第 1 条（入団）  

本団への入団は、代表の承認により認められる。 

第 2 条（退団）  

団員の退団は、保護者が代表に申し出ることにより認められる。 

退団後は本団の活動に参加できないものとし、未納の月謝等がある場合は、退団にかかわらず支払義務を負

う。 

なお、既に支払い済みの月謝については返金しないものとする。 

第 2 章 役員・運営体制・月謝 

第 3 条（役員の役割と兼務）  

本団の役員は以下の通りとする。 

• 代表：団の最高責任者として運営全般を統括し、方針決定と全体の調整を行う。 

• 指導者：練習・大会の指導と管理を担い、選手の育成に責任を持つ。渉外（大会主催者・他団体等との

連絡）も指導者が担当する。 

• 事務局：会計管理、スケジュール調整、事務手続きなど、指導以外の団の運営全般を担い、団の活動を

支える。 

保護者がこれらの役職を兼務することも可能とする。それ以外の保護者は原則として団の運営には関与し

ないものとする。 

第 4 条（運営体制）  

役員は連携して円滑な運営に努めるものとし、団の活動が円滑かつ安全に行われるよう責任を持って対応

する。 

第 5 条（月謝）  

月謝は 2,000円とし、月謝袋に入れて前月末までに事務局へ納入する。まとめ払いも可能とし、未納時は事

務局より連絡し対応する。 



第 3 章 練習 

第 6 条（練習時間・場所）  

原則として以下の時間・場所で練習を行う。 

• 火曜 18:00～19:30 焼津中央高校 

• 土曜 祝日 9:00～12:00 または 13:00～16:00 焼津中央高校ほか  

• 日曜 9:00～12:00 焼津水産高校ほか 

ただし、実際の練習日時および場所については、都度チームからのスケジュール連絡に従うこと。 

第 7 条（持ち物）  

各家庭で以下を用意すること。 

• レスリングシューズ（低学年はひもの固定用テーピング推奨） 

• 練習着（Tシャツ・短パン等) 

• アンダーウエア（女子は体型や年齢に合ったもの、男子は任意） 

• タオル・水分 

• 室内用ほうき（各家庭 1本） 

• 消毒用雑巾（オスバンまたはハイターに浸し絞ったもの） 

第 8 条（集合・清掃）  

練習開始 20分前に集合し、全員で掃き掃除及びマット清掃を行う。マット清掃は皮膚感染症予防のため必

須である。 

第 9 条（欠席・遅刻の連絡）  

練習を欠席・遅刻する場合は、土日祝の練習に限り、必ず事前にグループLINEへ連絡すること。平日練習

においては、連絡は不要とする。 

第 10 条（施設利用マナー）  

高校の施設は常に清潔に保ち、マナーを守って使用すること。駐車場は必ず指定された場所を利用し、練習

と関係のない備品には一切触れないこと。 

第 11 条（練習・活動時の態度・行動）  

練習に臨む態度や日常の行動に問題がある場合、または以下に示すような不適切な行為があった場合には、

指導者の判断により、練習の中断や一定期間の練習参加停止などの対応を行うことがある。 

• 練習に対する意欲が著しく低い 



• 指導者の指示に従わない、ふざけた態度をとる 

• 他の団員に迷惑をかける言動をする 

• 度重なる無断遅刻や無断欠席をする 

• 練習前の清掃や準備を怠る、協力しない 

• 身だしなみが悪い（服装や髪型などの不適切な状態） 

• 施設の利用マナーが悪い 

第 12 条（外部練習への参加）  

外部練習への参加は、代表の許可を得た場合に限り認められる。 高校合同練習については、中学生および

体重・技術が一定レベル以上に達していると代表が認めた小学生に限り参加を許可する。 

第 4 章 大会出場 

第 13 条（大会参加）  

大会への出場は、団員の技術や心身の成長段階を踏まえ行う。出場の可否は、団員および保護者と指導者が

相談の上、最終的に代表が判断するものとする。 大会出場に際しては、参加費・交通費等の実費を各家庭

で負担すること。 

第 14 条（試合用備品）  

大会に出場する際は、規定に準拠した赤色および青色のシングレットおよびアンダーウェアを用意するこ

と。 

第 15 条（大会注意事項）  

• 出場に向けて体調管理を徹底すること。大会前に皮膚疾患（白癬菌、ヘルペス、とびひ、水イボ等）が

ある場合は、必ず指導者に報告し、医師の診断を受けること。また、保護者も皮膚疾患に関する基礎的

な知識を身につけておくこと。 

• 爪は短く切り、身だしなみを整えておくこと。髪の長い団員は、必ず髪を束ねるなど適切に処置するこ

と。 

• 計量を伴う大会においては、体重管理の基本的責任は保護者が負い、指導者は出場階級に応じた補助を

行う。無理な減量は原則として行わず、減量が必要な場合は、保護者および代表の確認・同意を得たう

えで進めること。 

第 5 章 保護者対応・秩序維持 

第 16 条（保護者協力について）  

練習当番制度は設けていないが、イベントや大会運営においては、必要に応じて一部保護者に協力をお願い

する場合がある。 



第 17 条（保護者間の秩序）  

保護者間の対立や不和を招く言動（私的なトラブルや不適切な行為を含む）は禁止する。 陰口や排他的な

言動など、団の雰囲気を乱す行為もこれに含まれるものとする。 

第 18 条（指導干渉の禁止）  

練習や試合中の保護者による過剰な指導干渉を禁止し、必要に応じて退室を求める。 保護者が練習に参加

することは妨げないが、自分の子どもに対する過干渉は控えること。 

第 19 条（抗議・要望の取り扱い）  

運営関係者（代表・指導者・事務局）への執拗な抗議や繰り返しの異議申し立ては、原則として受け付けな

いものとする。 これには、指導内容に関するクレームも含まれる。 

当団は、一人ひとりの成長や団の運営をよりよくすることを心がけており、運営への過度な負担や混乱を防

ぐためにこの規定を設けている。 

ただし、代表が必要と認めた場合には、例外的に適切な対応を行うものとする。 

第 20 条（営利活動の禁止）  

本団内における保護者による営利目的の物品販売、勧誘、営業行為等は一切禁止する。 

第 21 条（規則違反の対応）  

保護者が規約や細則に違反し、本団の秩序を著しく乱す行為があった場合、代表の判断により、当該保護者

の参加資格を停止または禁止することができる。 

本団の活動は保護者の協力を前提としており、保護者が参加資格を失った場合は、その保護者に属する団員

も退団扱いとする。これらの判断に対して異議を申し立てることはできない。 

第 6 章 免責事項 

第 22 条（一般免責）  

本団は、活動中、移動中、遠征中、送迎時、宿泊時等に発生した事故、負傷、疾病、死亡、第三者とのトラ

ブル、器物損壊等について、故意または重大な過失がない限り、一切の責任を負わない。 

第 23 条（送迎時の責任）  

送迎や遠征に際し保護者の車両を利用する場合、その管理および運行責任は当該運転者に帰属し、本団は一

切の責任を負わない。 

第 24 条（私物の管理）  

活動中の個人所有物の紛失、盗難、破損について、本団は一切の責任を負わない。 



第 25 条（写真・映像の取扱いおよび SNS に関する責任）  

• 本団の活動中に、代表・指導者・事務局等の運営関係者が撮影した写真や映像は、広報・記録・報告等

の目的で、本団のウェブサイト・SNS・印刷物等に使用する場合がある。 

これらの使用については、入団時または説明会等において提出された別途同意書に基づき、保護者の同

意があるものとする。 

• 団員および保護者が個人で撮影した写真・映像を SNS等に掲載する際は、他の団員・保護者・指導者

の肖像権やプライバシーに十分配慮し、事前に本人または保護者の許可を得ること。 

• 写真や映像の無断転載、無許可の公開、加工や拡散等により問題が生じた場合は、当事者が責任を負い、

本団は一切の責任を負わない。 

• 本団が不適切と判断した投稿や掲載行為については、削除の依頼やその他必要な措置を講じることがあ

る。また、削除依頼があった投稿についても、内容を確認のうえ、必要に応じて本団にて対応の可否を

検討するものとする。 

第 26 条（安全管理と責任）  

団員および保護者は、練習や大会において自己および他者の安全確保に努め、危険行為や不注意による事故

防止に十分注意しなければならない。 

指導者および運営側も、指導・運営上の安全管理に十分配慮し、事故防止に努めるものとする。 

また、すべての関係者は、健康管理にも留意し、安全に本団の活動が行えるよう協力するものとする。 

附則 

この細則は、令和 7年 7月 21日より施行する。 


